
                                               

仕組預金 預入期間延長特約付円定期預金（最長10年満期 マルチ延長タイプ） 

〈愛称：パワーステップアップ預金〉の中途解約について 
（平成23年9月2日現在） 

中途解約について 
この預金をお客さまが中途解約することは原則としてできません。この預金を中途解約せず、満期

時まで預け入れいただく場合には、元本割れをすることはございません。ただし、当行がやむを得ない

ものと認めて中途解約に応じる場合には、お客さまに損害金をご負担いただきます。 
以下では、観測期間を2000年4月1日から2011年8月23日までの間とし、当行が合理的に取得でき

るデータを用いた一定の前提条件を基に算出された、中途解約時にお客さまに生じると想定される損

害金（以下「想定損害金」といいます。）について、ご案内いたします。この書面でご案内する想定損害

金額が、「お客さまが許容できる損失額」の範囲内であるかを十分ご確認の上、この預金に預け入れ

を行うか否かをご検討ください。 
なお、想定損害金額の算定にあたり、金利の変動性については、当該算定に与える影響が小さいた

め、考慮しておりません。また、お客さまが今後行う実際の取引においては、それら過去のデータに基

づく想定の範囲を超える状況の発生に起因して損失が生じることがあります。従って、「実際のこの預

金の中途解約においてお客さまが負担する損害金額は、「本書面でご案内する想定損害金額」とは異

なる場合があります。 
この預金の中途解約により生じる損害金の概要、想定損害金の額は、以下の通りです。 

 
○ 損害金の概要 
損害金とは、中途解約日から最終満期日までの期間に対応する、中途解約される預金と同一条

件の預金を新たに調達（再構築）するための費用で、中途解約日から最終満期日までのこの預金

の再構築額（以下「再構築額」といいます。）および再構築取引に伴う費用により構成されます。 
再構築額は、中途解約時における市場実勢により計算されますので、この預金のお申し込み時点

において、確定的な金額を提示することはできません。 
再構築額の計算は、中途解約時における「中途解約日から最終満期日までの期間(残存期間)に
対応する市場金利」、「金利の変動性」、「この預金の適用条件」、および「当行の資金調達環境」

などを要素として行われ、主に次の点から中途解約対象預金の価値を評価することにより行われ

ます。 
① 「この預金の適用金利」と「中途解約時の残存期間に対応する市場金利」との差 
② 預入期間延長権の価値 
③ 預入からの経過利息 
再構築額は、当行が合理的と認める基準値を採用し、当行所定の計算方法により算出されます

が、一般的に、市場金利が上昇すればするほど、また、お預け入れからの経過期間が短いほど、

お客さまにご負担いただく再構築額は高くなる傾向にあります。市場金利との差は、「この預金の

適用金利」と「残存期間(中途解約日から最終満期日まで)に対応する市場金利」との差について

残存期間分を評価することとなります。したがって、市場金利の上昇により金利差が拡大すること

および残存期間が長いことは、いずれも再構築額を上昇させる要因となります。預入期間延長権

については、残存行使回数が多ければ多いほど高い評価となり、残存期間が長く残存行使回数

が多いことは、再構築額を上昇させる要因となります。 
 
○ 預入直後に中途解約された場合で、かつ、市場金利の変動が無かった場合の想定損害金 
基準日現在における市場実勢を前提とすると、この預金への預け入れ直後にこの預金の中途解

約をされた場合であっても、元本の5％程度(元本が500万円の場合、25万円程度)の損害金をお

客さまにご負担いただくことになると見込まれます。 
 
○ 預入直後に中途解約された場合で、かつ、次のような大幅な市場金利の変動があった場合の

想定損害金 
この預金への預け入れ直後にこの預金の中途解約をされた場合で、かつ、その時点における金利が観

測期間中の最も高い市場金利となっていたと仮定した場合に想定される損害金は、元本の15％程度(元



                                               

 

 
 
 
 
 
 
 

本が500万円の場合、75万円程度)となります。さらに、上記のような前提条件を超える金利の変動が

生じた場合には、上記でご案内した想定損害金を超える損害金の負担がお客さまに発生することがあ

りますので、この点、十分ご留意ください。 
 
 
損害金イメージ図 
このイメージ図は、損害金の考え方を一般的に説明する目的で作成されたものであり、イメージ図中の各項目の面積比が実際の金額を

正しく表現しているとは限りません。 
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